様式第１号の１

	譲受人が、次のいずれかに該当する場合は、以下Ⅱを記載してください。
①農地所有適格法人以外の法人
②譲受人又はその世帯員等が農作業に常時従事しない。
　それ以外の者は、Ⅱの記載は不要です。


Ⅱ　使用貸借又は賃貸借に限る申請での追加記載事項 
（留意事項）
　　当該条件が記されている契約書の写しを添付してください。
また、当該契約書には、「賃貸借契約が終了したときは、乙は、その終了の日から○○日以内に、甲に対して目的物を原状に復して返還する。乙が原状に復することができないときは、甲が原状に回復するために要する費用を乙が負担する。」、「甲の責めに帰さない事由により賃貸借契約を終了させることとなった場合には、乙は、甲に対し賃借料の○年分に相当する金額を違約金として支払う。」等を明記することが適当です。

＜農地法第３条第３項第２号関係＞
７　地域との役割分担の状況
　　地域の農業における他の農業者との役割分担について、具体的にどういった場面でどういった役割分担を担う予定であるかを以下に記載してください。
　（例えば、農業の維持発展に関する話し合い活動への参加、農道、水路、ため池等の共同利用施設の取決めの遵守、獣害被害対策への協力等について記載してください。）
	



＜農地法第３条第３項第３号関係＞（権利を取得しようとする者が法人である場合のみ記載してください。）
８　その法人の業務を執行する役員又は重要な使用人のうち、その法人の行う耕作又は養畜の事業に常時従事する者の氏名及び役職名並びにその法人の行う耕作又は養畜の事業への従事状況
	氏名
	役職名
	右記のうち、左記の者が当該事業に参画・関与している期間
	その法人が農業を行う期間（労務管理や市場開拓等も含む。）

	
	
	直近
	年　　　　　　　か月
	

　年　　　　　　か月



	
	
	見込み
	年　　　　　　　か月
	

	
	
	直近
	年　　　　　　　か月
	

	
	
	見込み
	年　　　　　　　か月
	

	
	
	直近
	年　　　　　　　か月
	

	
	
	見込み
	年　　　　　　　か月
	





Ⅲ　特殊事由により申請する場合の記載事項 
[image: ]９　以下のいずれかに該当する場合は、該当するものに○を記入し、Ⅰの記載事項のうち指定の事項を記載するとともに、それぞれの事業・計画の内容を「事業・計画の内容」欄に記載してください。
　（注）以下のいずれかに該当する一般社団法人又は一般財団法人に限る。これに該当していることを証する書面を添付すること
　・その行う事業が上述の事業及びこれに附帯する事業に限られている一般社団法人で、農業協同組合、農業協同組合連合会、地方公共団体、その他農林水産大臣が指定した者の有する議決権の数の合計が議決権の総数の４分の３以上を占めるもの
　・地方公共団体の有する議決権の数が議決権の総数の過半を占める一般社団法人又は地方公共団体の拠出した基本財産の額が基本財産の総額の過半を占める一般財団法人
	（事業・計画の内容）




image1.emf
〇を記入 1-1 1-2 2 3 4 5 6

その取得しようとする権利が地上権（第269条の２第１項の地

上権）又はこれと内容を同じくするその他の権利である場合

　

※　周辺土地、作物、家畜等の防除施設の概要と関係権利者との

　　　調整の状況を「事業・計画の内容」欄に記載してください。

農業協同組合法第10条第２項に規定する事業を行う農業協同組

合及び農業協同組合連合会が、同項の委託を受けることにより

農地又は採草放牧地の権利を取得しようとする場合、又は農業

協同組合若しくは農業協同組合連合会が、同法第11条の50第１

項第１号に掲げる場合において使用賃借による権利若しくは賃

借権を取得しようとする場合

権利を取得しようとする者が景観整備機構である場合

　

※　景観法第56条第２項の規定により市町村長の指定を受けたこと

　　　を証する書面を添付してください。

権利を取得しようとする者が法人であって、その権利を取得し

ようとする農地又は採草放牧地における耕作又は養畜の事業が

その法人の主たる業務の運営に欠くことのできない試験研究又

は農事指導のために行われると認められる場合

〇 〇 〇 〇 〇

地方公共団体（都道府県を除く。）がその権利を取得しようと

する農地又は採草放牧地を公用又は公共用に供すると認められ

る場合

〇 〇 〇 〇 〇

教育、医療又は社会福祉事業を行うことを目的として設立され

た学校法人、医療法人、社会福祉法人その他の営利を目的とし

ない法人が、その権利を取得しようとする農地又は採草放牧地

を当該目的に係る業務の運営に必要な施設の用に供すると認め

られる場合

〇 〇 〇 〇 〇

独立行政法人農林水産消費安全技術センター、独立行政法人家

畜改良センター又は国立研究開発法人農業・食品産業技術総合

研究機構がその権利を取得しようとする農地又は採草放牧地を

その業務の運営に必要な施設の用に供すると認められる場合

〇 〇 〇 〇 〇

農業協同組合、農業協同組合連合会又は農事組合法人（農業の

経営の事業を行うものを除く。）がその権利を取得しようとす

る農地又は採草放牧地を稚蚕共同飼育の用に供する桑園その他

これらの法人の直接又は間接の構成員の行う農業に必要な施設

の用に供すると認められる場合（注）

〇 〇 〇 〇 〇 〇

森林組合、生産森林組合又は森林組合連合会がその権利を取得

しようとする農地又は採草放牧地をその行う森林の経営又はこ

れらの法人の直接若しくは間接の構成員の行う森林の経営に必

要な樹苗の採取又は育成の用に供すると認められる場合（注）

〇 〇 〇 〇 〇 〇

乳牛又は肉用牛の飼養の合理化を図るため、その飼養の事業を

行う者に対してその飼養の対象となる乳牛若しくは肉用牛を育

成して供給し、又はその飼養の事業を行う者の委託を受けてそ

の飼養の対象となる乳牛若しくは肉用牛を育成する事業を行う

一般社団法人又は一般財団法人が、その権利を取得しようとす

る農地又は採草放牧地を当該事業者の運営に必要な施設の用に

供すると認められる場合（注）

〇 〇 〇 〇 〇 〇

東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社又は西日本

高速道路株式会社がその権利を取得しようとする農地又は採草

放牧地をその事業に必要な樹苗の育成の用に供すると認められ

る場合

〇 〇 〇 〇 〇 〇



Ⅰの記載事項（記載必要の場合は〇）


